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「平成 27年度 秋田労働局行政運営方針」の策定について  

 

秋田労働局（局長 小林泰樹）では、「平成 27 年度 秋田労働局行政運営方針」を策定しました。 

 今年度においては、職業紹介業務の充実強化を図りながら、地方自治体が実施する各種施策と密

接に連携し、女性、若者、高齢者等「全員参加型社会」の実現に向けた雇用対策に取り組むととも

に法定労働時間の遵守徹底、労働災害防止に向けた指導、子育て支援策、男女雇用機会均等確保対

策を推進し、安心して将来に希望を持って働くことのできる環境整備に向けた取組を進めてまいり

ます。 

 なお、秋田労働局行政運営方針の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、別添「秋田労

働局のご案内(行政運営方針のあらまし)」をご覧ください。 

 

 

 

平成 27 年度秋田労働局行政運営方針の５つの柱 
 
１ 労働基準行政の重点施策 

 ○経済情勢に対応した法定労働条件の確保等の積極的な推進 
 ○労働者が安全で健康に働くことができる職場づくりの推進 
 
２ 職業安定行政の重点施策 

 ○職業紹介業務の充実強化による就職の推進 
 ○若年者等・高年齢者・障害者の雇用対策の推進 
  
３ 職業能力開発行政の重点施策 

 ○地域ニーズに即した職業訓練等の展開による就職支援の推進 
 
４ 雇用均等行政の重点施策   

 ○男女雇用機会均等の確保対策の推進  
 ○職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進 
 
５ 総合労働行政機関として推進する重点施策 

 ○労働条件の確保、雇用の安定等を図るための総合的施策の実施 
 ○各分野の連携した対策の推進 
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